
議第４１号 

呉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例の制定について 

呉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

呉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

呉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２８年

呉市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

第１章 略 

第２章 基本方針並びに人員，設備及び運

営に関する基準（第３条―第３２

条） 

第３章～第５章 略 

第１章～第５章 略 

第２章 基本方針並びに人員，設備及び運

営に関する基準（第３条―第３２

条の２） 

第３章～第５章 略 

第６章 雑則（第５４条） 第６章 雑則（第５４条・第５５条） 

付則 付則 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 略 第３条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

 ５ 特別養護老人ホームは，入所者の人権の

擁護，虐待の防止等のため，必要な体制の

整備を行うとともに，その職員に対し，研

修を実施する等の措置を講じなければな

らない。 

（職員の専従） （職員の専従） 

第７条 特別養護老人ホームの職員は，専ら

当該特別養護老人ホームの職務に従事す

る者でなければならない。ただし，特別養

護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホ

ーム（第３３条に規定するユニット型特別

養護老人ホームをいう。以下この条におい

て同じ。）を除く。以下この条において同

じ。）にユニット型特別養護老人ホームを

併設する場合の特別養護老人ホーム及び

ユニット型特別養護老人ホームの介護職

第７条 特別養護老人ホームの職員は，専ら

当該特別養護老人ホームの職務に従事す

る者でなければならない。ただし，入所者

の処遇に支障がない場合は，この限りでな

い。 



員及び看護職員（第４１条第２項（第５３

条において準用する場合を含む。）の規定

に基づき配置される看護職員に限る。以下

この条において同じ。），特別養護老人ホ

ームにユニット型地域密着型特別養護老

人ホーム（第５０条に規定するユニット型

地域密着型特別養護老人ホームをいう。以

下この条において同じ。）を併設する場合

の特別養護老人ホーム及びユニット型地

域密着型特別養護老人ホームの介護職員

及び看護職員，地域密着型特別養護老人ホ

ーム（第１２条第７項に規定する地域密着

型特別養護老人ホームをいい，ユニット型

地域密着型特別養護老人ホームを除く。以

下この条において同じ。）にユニット型特

別養護老人ホームを併設する場合の地域

密着型特別養護老人ホーム及びユニット

型特別養護老人ホームの介護職員及び看

護職員又は地域密着型特別養護老人ホー

ムにユニット型地域密着型特別養護老人

ホームを併設する場合の地域密着型特別

養護老人ホーム及びユニット型地域密着

型特別養護老人ホームの介護職員及び看

護職員を除き，入所者の処遇に支障がない

場合は，この限りでない。 

（運営規程） （運営規程） 

第８条 特別養護老人ホームは，次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

第８条 特別養護老人ホームは，次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

(1) ～(7)  略 (1) ～(7)  略 

 (8) 虐待の防止のための措置に関する事

項 

(8)  略 (9)  略 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第９条 略 第９条 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 特別養護老人ホームは，前項に規定する

訓練の実施に当たって，地域住民の参加が

得られるよう連携に努めなければならな

い。 



（処遇の方針） （処遇の方針） 

第１６条 略 第１６条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 特別養護老人ホームは，身体的拘束等の

適正化を図るため，次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

６ 特別養護老人ホームは，身体的拘束等の

適正化を図るため，次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会を３月に１回以上開

催するとともに，その結果について，介

護職員その他の従業者に周知徹底を図

ること。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置その

他の情報通信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して行うものを

含む。）を３月に１回以上開催するとと

もに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) ・(3)  略 (2) ・(3)  略 

７ 略 ７ 略 

（施設長の責務） （施設長の責務） 

第２４条 略 第２４条 略 

２ 特別養護老人ホームの施設長は，職員に

第８条から第１０条まで及び第１３条か

ら第３２条までの規定を遵守させるため

に必要な指揮命令を行うものとする。 

２ 特別養護老人ホームの施設長は，職員に

第８条から第１０条まで及び第１３条か

ら第３２条の２までの規定を遵守させる

ために必要な指揮命令を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第２５条 略 第２５条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 特別養護老人ホームは，職員に対し，そ

の資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは，職員に対し，そ

の資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。その際，当該特別養

護老人ホームは，全ての職員（看護師，准

看護師，介護福祉士，介護支援専門員，介

護保険法第８条第２項に規定する政令で

定める者等の資格を有する者その他これ

に類する者を除く。）に対し，認知症介護

に係る基礎的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは，適切なサービス

の提供を確保する観点から，職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより職員の就

業環境が害されることを防止するための



方針の明確化等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

 第２５条の２ 特別養護老人ホームは，感染

症や非常災害の発生時において，入所者に

対するサービスの提供を継続的に実施し，

及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し，当該業務継続計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 特別養護老人ホームは，職員に対し，業

務継続計画について周知するとともに，必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなけ

ればならない。 

 ３ 特別養護老人ホームは，定期的に業務継

続計画の見直しを行い，必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第２７条 略 第２７条 略 

２ 特別養護老人ホームは，当該特別養護老

人ホームにおいて感染症又は食中毒が発

生し，又はまん延しないように，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，当該特別養護老

人ホームにおいて感染症又は食中毒が発

生し，又はまん延しないように，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 当該特別養護老人ホームにおける感

染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための対策を検討する委員会をお

おむね３月に１回以上開催するととも

に，その結果について，介護職員その他

の職員に周知徹底を図ること。 

(1) 当該特別養護老人ホームにおける感

染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うものを含

む。）をおおむね３月に１回以上開催す

るとともに，その結果について，介護職

員その他の職員に周知徹底を図ること。 

(2)  略 (2)  略 

(3) 当該特別養護老人ホームにおいて，介

護職員その他の職員に対し，感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修を定期的に実施すること。 

(3) 当該特別養護老人ホームにおいて，介

護職員その他の職員に対し，感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施す

ること。 

(4)  略 (4)  略 

（事故発生の防止及び発生時の対応） （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３２条 特別養護老人ホームは，事故の発 第３２条 特別養護老人ホームは，事故の発



生又はその再発を防止するため，次に定め

る措置を講じなければならない。 

生又はその再発を防止するため，次に定め

る措置を講じなければならない。 

(1) ・(2)  略 (1) ・(2)  略 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び

職員に対する研修を定期的に行うこと。 

(3) 事故発生の防止のための委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うものを含

む。）及び職員に対する研修を定期的に

行うこと。 

  (4) 前３号に掲げる措置を適切に実施す

るための担当者を置くこと。 

２～４ 略 ２～４ 略 

  （虐待の防止） 

 第３２条の２ 特別養護老人ホームは，虐待

の発生又はその再発を防止するため，次に

掲げる措置を講じなければならない。 

  (1) 当該特別養護老人ホームにおける虐

待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うも

のを含む。）を定期的に開催するととも

に，その結果について，介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

  (2) 当該特別養護老人ホームにおける虐

待の防止のための指針を整備すること。 

  (3) 当該特別養護老人ホームにおいて，介

護職員その他の従業者に対し，虐待の防

止のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 (4) 前３号に掲げる措置を適切に実施す 

るための担当者を置くこと。 

（基本方針） （基本方針） 

第３４条 略 第３４条 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ ユニット型特別養護老人ホームは，入所

者の人権の擁護，虐待の防止等のため，必

要な体制の整備を行うとともに，その職員

に対し，研修を実施する等の措置を講じな

ければならない。 

（運営規程） （運営規程） 

第３５条 ユニット型特別養護老人ホーム

は，次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程を定めておかなければ

第３５条 ユニット型特別養護老人ホーム

は，次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程を定めておかなければ



ならない。 ならない。 

(1) ～(8)  略 (1) ～(8)  略 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事

項 

(9)  略 (10) 略 

（設備の基準） （設備の基準） 

第３６条 略 第３６条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のと

おりとする。 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のと

おりとする。 

(1) ユニット (1) ユニット 

ア 居室 ア 居室 

(ｱ)  略 (ｱ)  略 

(ｲ) 居室は，いずれかのユニットに属

するものとし，当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設ける

こと。ただし，１のユニットの入居

定員は，おおむね１０人以下としな

ければならない。 

(ｲ) 居室は，いずれかのユニットに属

するものとし，当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設ける

こと。ただし，１のユニットの入居

定員は，原則としておおむね１０人

以下とし，１５人を超えないものと

する。 

(ｳ)  略 (ｳ)  略 

(ｴ) １の居室の床面積等は，次のいず

れかを満たすこと。 

(ｴ) １の居室の床面積等は，１０．６

５平方メートル以上とすること。た

だし，(ｱ) ただし書の場合にあって

は，２１．３平方メートル以上とす

ること。 

ａ １０．６５平方メートル以上と

すること。ただし，(ｱ) ただし書

の場合にあっては，２１．３平方

メートル以上とすること。 

 

ｂ  ユニットに属さない居室を改

修したものについては，入居者同

士の視線の遮断の確保を前提に

した上で，居室を隔てる壁につい

て，天井との間に一定の隙間が生

じていても差し支えない。 

 

(ｵ) ～(ｹ)  略 (ｵ) ～(ｹ)  略 

イ～エ 略 イ～エ 略 

(2) ～(4)  略 (2) ～(4)  略 

５・６ 略 ５・６ 略 



（サービスの取扱方針） （サービスの取扱方針） 

第３７条 略 第３７条 略 

２～７ 略 ２～７ 略 

８ ユニット型特別養護老人ホームは，身体

的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる

措置を講じなければならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは，身体

的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる

措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会を３月に１回以上開

催するとともに，その結果について，介

護職員その他の従業者に周知徹底を図

ること。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うものを含む。）を３月に１

回以上開催するとともに，その結果につ

いて，介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。 

(2) ・(3)  略 (2) ・(3)  略 

９ 略 ９ 略 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第４１条 略 第４１条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ ユニット型特別養護老人ホームは，職員

に対し，その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは，職員

に対し，その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。その際，当

該ユニット型特別養護老人ホームは，全て

の職員（看護師，准看護師，介護福祉士，

介護支援専門員，介護保険法第８条第２項

に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に

対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

５ ユニット型特別養護老人ホームは，適切

なサービスの提供を確保する観点から，職

場において行われる性的な言動又は優越

的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り職員の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置

を講じなければならない。 

（準用） （準用） 

第４３条 第４条から第７条まで，第９条，

第１０条，第１３条から第１５条まで，第

１９条，第２１条から第２４条まで及び第

第４３条 第４条から第７条まで，第９条，

第１０条，第１３条から第１５条まで，第

１９条，第２１条から第２４条まで，第２



２７条から第３２条までの規定は，ユニッ

ト型特別養護老人ホームについて準用す

る。この場合において，第１０条第２項第

３号中「第１６条第５項」とあるのは「第

３７条第７項」と，同項第４号中「第３０

条第２項」とあるのは「第４３条において

準用する第３０条第２項」と，同項第５号

中「第３２条第３項」とあるのは「第４３

条において準用する第３２条第３項」と，

第２４条第２項中「第８条から第１０条ま

で及び第１３条から第３２条まで」とある

のは「第３５条及び第３７条から第４２条

まで並びに第４３条において準用する第

９条，第１０条，第１３条から第１５条ま

で，第１９条，第２１条から第２４条まで

及び第２７条から第３２条まで」と読み替

えるものとする。 

５条の２及び第２７条から第３２条の２

までの規定は，ユニット型特別養護老人ホ

ームについて準用する。この場合におい

て，第１０条第２項第３号中「第１６条第

５項」とあるのは「第３７条第７項」と，

同項第４号中「第３０条第２項」とあるの

は「第４３条において準用する第３０条第

２項」と，同項第５号中「第３２条第３項」

とあるのは「第４３条において準用する第

３２条第３項」と，第２４条第２項中「第

８条から第１０条まで及び第１３条から

第３２条の２まで」とあるのは「第３５条

及び第３７条から第４２条まで並びに第

４３条において準用する第９条，第１０

条，第１３条から第１５条まで，第１９条，

第２１条から第２４条まで，第２５条の２

及び第２７条から第３２条の２まで」と読

み替えるものとする。 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第４６条 地域密着型特別養護老人ホーム

には，次に掲げる職員を置かなければなら

ない。 

第４６条 地域密着型特別養護老人ホーム

には，次に掲げる職員を置かなければなら

ない。ただし，他の社会福祉施設等の栄養

士との連携を図ることにより当該地域密

着型特別養護老人ホームの効果的な運営

を期待することができる場合であって，入

所者の処遇に支障がないときは，第５号の

栄養士を置かないことができる。 

(1) ～(7)  略 (1) ～(7)  略 

２～８ 略  ２～８ 略 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号ま

での規定にかかわらず，サテライト型居住

施設の生活相談員，栄養士，機能訓練指導

員又は調理員，事務員その他の職員につい

ては，次に掲げる本体施設の場合には，次

の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定

める職員により当該サテライト型居住施

設の入所者の処遇が適切に行われている

と認められるときは，これを置かないこと

ができる。 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号ま

での規定にかかわらず，サテライト型居住

施設の生活相談員，栄養士，機能訓練指導

員又は調理員，事務員その他の職員につい

ては，次に掲げる本体施設の場合には，次

の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定

める職員により当該サテライト型居住施

設の入所者の処遇が適切に行われている

と認められるときは，これを置かないこと

ができる。 

(1) 特別養護老人ホーム 栄養士，機能訓 (1) 特別養護老人ホーム 生活相談員，栄



練指導員又は調理員，事務員その他の職

員 

養士，機能訓練指導員又は調理員，事務

員その他の職員 

(2) ～(5)  略 (2) ～(5)  略 

１０～１４ 略 １０～１４ 略 

 

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第４８条 地域密着型特別養護老人ホーム

は，その運営に当たっては，入所者，入所

者の家族，地域住民の代表者，市の職員又

は当該地域密着型特別養護老人ホームが

所在する区域を管轄する介護保険法第１

１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターの職員，地域密着型特別養護

老人ホームについて知見を有する者等に

より構成される協議会（以下「運営推進会

議」という。）を設置し，おおむね２月に

１回以上，運営推進会議に対し活動状況を

報告し，運営推進会議による評価を受ける

とともに，運営推進会議から必要な要望，

助言等を聴く機会を設けなければならな

い。 

第４８条 地域密着型特別養護老人ホーム

は，その運営に当たっては，入所者，入所

者の家族，地域住民の代表者，市の職員又

は当該地域密着型特別養護老人ホームが

所在する区域を管轄する介護保険法第１

１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターの職員，地域密着型特別養護

老人ホームについて知見を有する者等に

より構成される協議会（テレビ電話装置等

を活用して行うものを含む。ただし，入所

者又はその家族（以下この号において「入

所者等」という。）が参加する場合にあっ

ては，テレビ電話装置等の活用について当

該入所者等の同意を得たものに限る。）（以

下「運営推進会議」という。）を設置し，

おおむね２月に１回以上，運営推進会議に

対し活動状況を報告し，運営推進会議によ

る評価を受けるとともに，運営推進会議か

ら必要な要望，助言等を聴く機会を設けな

ければならない。 

２～４ 略 ２～４ 略 

（準用） （準用） 

第４９条 第３条から第１０条まで，第１３

条から第１６条まで，第１８条から第３０

条まで及び第３２条の規定は，地域密着型

特別養護老人ホームについて準用する。こ

の場合において，第１０条第２項第３号中

「第１６条第５項」とあるのは「第４９条

において準用する第１６条第５項」と，同

項第４号中「第３０条第２項」とあるのは

「第４９条において準用する第３０条第

２項」と，同項第５号中「第３２条第３項」

とあるのは「第４９条において準用する第

第４９条 第３条から第１０条まで，第１３

条から第１６条まで，第１８条から第３０

条まで，第３２条及び第３２条の２の規定

は，地域密着型特別養護老人ホームについ

て準用する。この場合において，第１０条

第２項第３号中「第１６条第５項」とある

のは「第４９条において準用する第１６条

第５項」と，同項第４号中「第３０条第２

項」とあるのは「第４９条において準用す

る第３０条第２項」と，同項第５号中「第

３２条第３項」とあるのは「第４９条にお



３２条第３項」と，第２４条第２項中「第

８条から第１０条まで及び第１３条から

第３２条まで」とあるのは「第４７条及び

第４８条並びに第４９条において準用す

る第８条から第１０条まで，第１３条から

第１６条まで，第１８条から第３０条まで

及び第３２条」と読み替えるものとする。 

いて準用する第３２条第３項」と，第２４

条第２項中「第８条から第１０条まで及び

第１３条から第３２条の２まで」とあるの

は「第４７条及び第４８条並びに第４９条

において準用する第８条から第１０条ま

で，第１３条から第１６条まで，第１８条

から第３０条まで，第３２条及び第３２条

の２」と読み替えるものとする。 

（設備の基準） （設備の基準） 

第５１条 略 第５１条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のと

おりとする。 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のと

おりとする。 

(1) ユニット (1) ユニット 

ア 居室 ア 居室 

(ｱ)  略 (ｱ)  略 

(ｲ) 居室は，いずれかのユニットに属

するものとし，当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設ける

こと。ただし，１のユニットの入居

定員は，おおむね１０人以下としな

ければならない。 

(ｲ) 居室は，いずれかのユニットに属

するものとし，当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設ける

こと。ただし，１のユニットの入居

定員は，原則としておおむね１０人

以下とし，１５人を超えないものと

する。 

(ｳ)  略 (ｳ)  略 

(ｴ) １の居室の床面積等は，次のいず

れかを満たすこと。 

(ｴ) １の居室の床面積等は，１０．６

５平方メートル以上とすること。た

だし，(ｱ) ただし書の場合にあって

は，２１．３平方メートル以上とす

ること。 

ａ １０．６５平方メートル以上と

すること。ただし，(ｱ) ただし書

の場合にあっては，２１．３平方

メートル以上とすること。 

 

ｂ  ユニットに属さない居室を改

修したものについては，入居者同

士の視線の遮断の確保を前提に

した上で，居室を隔てる壁につい

て，天井との間に一定の隙間が生

じていても差し支えない。 

 

(ｵ) ～(ｹ)  略 (ｵ) ～(ｹ)  略 



イ～エ 略 イ～エ 略 

(2) ～(4)  略 (2) ～(4)  略 

５～７ 略 ５～７ 略 

（準用） （準用） 

第５３条 第４条から第７条まで，第９条，

第１０条，第１３条から第１５条まで，第

１９条，第２１条から第２４条まで，第２

７条から第３０条まで，第３２条，第３４

条，第３５条，第３７条，第３９条から第

４２条まで及び第４８条の規定は，ユニッ

ト型地域密着型特別養護老人ホームにつ

いて準用する。この場合において，第１０

条第２項第３号中「第１６条第５項」とあ

るのは「第５３条において準用する第３７

条第７項」と，同項第４号中「第３０条第

２項」とあるのは「第５３条において準用

する第３０条第２項」と，同項第５号中「第

３２条第３項」とあるのは「第５３条にお

いて準用する第３２条第３項」と，第２４

条第２項中「第８条から第１０条まで及び

第１３条から第３２条まで」とあるのは

「第５２条並びに第５３条において準用

する第９条，第１０条，第１３条から第１

５条まで，第１９条，第２１条から第２４

条まで，第２７条から第３０条まで，第３

２条，第３５条，第３７条，第３９条から

第４２条まで及び第４８条」と読み替える

ものとする。 

第５３条 第４条から第７条まで，第９条，

第１０条，第１３条から第１５条まで，第

１９条，第２１条から第２４条まで，第２

５条の２，第２７条から第３０条まで，第

３２条，第３２条の２，第３４条，第３５

条，第３７条，第３９条から第４２条まで

及び第４８条の規定は，ユニット型地域密

着型特別養護老人ホームについて準用す

る。この場合において，第１０条第２項第

３号中「第１６条第５項」とあるのは「第

５３条において準用する第３７条第７項」

と，同項第４号中「第３０条第２項」とあ

るのは「第５３条において準用する第３０

条第２項」と，同項第５号中「第３２条第

３項」とあるのは「第５３条において準用

する第３２条第３項」と，第２４条第２項

中「第８条から第１０条まで及び第１３条

から第３２条の２まで」とあるのは「第５

２条並びに第５３条において準用する第

９条，第１０条，第１３条から第１５条ま

で，第１９条，第２１条から第２４条まで，

第２５条の２，第２７条から第３０条ま

で，第３２条，第３２条の２，第３５条，

第３７条，第３９条から第４２条まで及び

第４８条」と読み替えるものとする。 

第６章 雑則    第６章 雑則 

  （電磁的記録等） 

 第５４条 特別養護老人ホーム及びその職

員は，作成，保存その他これらに類するも

ののうち，この条例の規定において書面

（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，

副本，複本その他文字，図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載

された紙その他の有体物をいう。以下この

条において同じ。）で行うことが規定され

ている又は想定されるもの（次項に規定す



るものを除く。）については，書面に代え

て，当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式，磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる

記録であって，電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）により行う

ことができる。 

 ２ 特別養護老人ホーム及びその職員は，説

明，同意その他これらに類するもの（以下

「説明等」という。）のうち，この条例の

規定において書面で行うことが規定され

ている又は想定されるものについては，当

該説明等の相手方の承諾を得て，書面に代

えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方

法その他人の知覚によって認識すること

ができない方法をいう。）によることがで

きる。 

（委任） （委任） 

第５４条 略 第５５条 略 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間，この条例による改

正後の呉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下

「新条例」という。）第３条第５項（新条例第４９条において準用する場合を含

む。），第３２条の２（新条例第４３条，第４９条及び第５３条において準用す

る場合を含む。）及び第３４条第３項（新条例第５３条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，

「講じるように努めなければ」とし，新条例第８条（新条例第４９条において準

用する場合を含む。）及び第３５条（新条例第５３条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については，これらの規定中「，次に」とあるのは「，虐待

の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに，

次に」と，「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関す

る事項を除く。）」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

第３条 この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間，新条例第２５条の

２（新条例第４３条，第４９条及び第５３条において準用する場合を含む。）の

規定の適用については，新条例第２５条の２中「講じなければ」とあるのは「講



じるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努め

なければ」と，「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」と

する。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

第４条 この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間，新条例第２５条第

３項（新条例第４９条において準用する場合を含む。）及び第４１条第４項（新

条例第５３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，これら

の規定中「講じなければ」とあるのは，「講じるよう努めなければ」とする。 

（ユニットの定員に係る経過措置） 

第５条 この条例の施行の日以降，当分の間，新条例第３６条第４項第１号ア(ｲ) 

及び第５１条第４項第１号ア(ｲ) の規定に基づき入居定員が１０人を超えるユニ

ットを整備するユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養

護老人ホームは，新条例第１２条第１項第４号ア及び第４１条第２項（新条例第

５３条において準用する場合を含む。）の基準を満たすほか，ユニット型特別養

護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおける夜間及び深

夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配

置するよう努めるものとする。 

第６条 この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを

含み，この条例の施行の後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）

の居室であって，この条例による改正前の呉市特別養護老人ホームの設備及び運

営に関する基準を定める条例第３６条第４項第１号ア(ｴ) ｂ及び第５１条第４項

第１号ア(ｴ) ｂの規定の要件を満たしている居室については，なお従前の例によ

る。 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

第７条 この条例の施行の日から起算して６月を経過する日までの間，新条例第３

２条第１項（新条例第４３条，第４９条及び第５３条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については，同項中「次に定める措置を講じなければ」とあ

るのは，「第１号から第３号までに定める措置を講じるとともに，第４号に定め

る措置を講じるよう努めなければ」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

第８条 この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間，新条例第２７条第

２項第３号（新条例第４３条，第４９条及び第５３条において準用する場合を含

む。）の規定にかかわらず，特別養護老人ホームは，その従業者又は職員に対し，

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとと

もに，感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努め

るものとする。 

 

（提案理由） 

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，所要の規定

の整備をするため，この条例案を提出する。 


